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1 R3.3.8 R3.5.7

１　令和２年２月26日公表に係る文書
⑴ 　令和３年２月22日付２総防管第3654号
　　　「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第２項に基づく施設の使用
制限（営業時間短縮）の要請について（事前通知）」
⑵ 　令和３年２月26日付２総防管第3690号
　　　「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第２項に基づく施設の使用
制限（営業時間短縮）の要請について」
２　令和３年３月３日公表に係る文書
⑴ 　令和３年２月26日付２総防管第3713号
　　　「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第２項に基づく施設の使用
制限（営業時間短縮）の要請について（事前通知）⑵」
⑵ 　令和３年３月３日付２総防管第3742号
　　　「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第２項に基づく施設の使用
制限（営業時間短縮）の要請について⑵」

38 1 1
（条例第７条第３号）
法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その
他社会的地位が損なわれると認められるため

総合防災部
防災管理課

2 R3.3.9 R3.5.7

①　令和３年２月10日付２総防管第3054号「新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づく緊急事態宣言の発出に関する要望について」
②　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に関する
要望について（令和３年１月２日）
③　新型コロナウイルス感染症対策実施の要請について（令和３年１月２日）

8 1
総合防災部
防災管理課

3 R3.4.29 R3.5.12 令和３年４月２３日東京地裁へ行った職員の旅費請求内訳書 3 1 1
(条例第７条第２号）
特定の個人を識別することができるため

総務部法務課

4 R3.4.29 R3.5.12 令和３年４月２３日東京地裁へ行った職員の復命書 1 作成及び取得しておらず存在しない。 総務部法務課

5 R3.5.10 R3.5.12

令和３年度神湊港海岸海浜整備工事
工事設計概括書（表・裏）
工種別内訳書（総括表）、工種別内訳書
代価明細表、諸経費計算書

18 1 八丈支庁

6 R3.4.29 R3.5.12
① 小池知事記者会見（４月２３日）
② ４月２３日会見用　質疑・想定

32 1
総合防災部
防災管理課

7 R3.3.18 R3.5.17

１．局長説明等議事要旨記録票及び「感染状況・医療提供体制の分析（３月10日
時点）」の分析結果についての総務局長説明資料
２．局長説明等議事要旨記録票及び「感染状況・医療提供体制の分析（３月10日
時点）」の分析結果についての副知事説明資料
３．局長説明等議事要旨記録票及び「感染状況・医療提供体制の分析（３月10日
時点）」の分析結果についての知事説明資料
４．東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議構成員
５．第36回東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議　座席表

37 1
総合防災部
防災管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

8 R3.5.14 R3.5.18

東京都が当事者となった次の事件の判決文
（個人を特定できる部分を除く）
・仮の差止申立て事件
　平成２９年２月３日東京地方裁判所民事第３部決定
・仮の差止一部認容一部却下決定に対する抗告事件
　平成２９年７月１２日東京高等裁判所民事２３部決定

36 1 総務部法務課

9 R3.4.6 R3.5.19 警備ロボットの活用に向けた実証実験　実証実験実施報告書 112 1 1 1 1 1

(条例第７条第２号）
特定の個人を識別することができるため
(条例第７条第３号）
法人等が独自に収集した情報が含まれており、公に
することにより法人等と情報収集先との信頼関係が
損なわれ、法人等の事業運営上の地位が損なわれる
と認められるため
(条例第７条第４号）
犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあ
るため
(条例第７条第６号）
都が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため

総務部総務課

10 R3.5.13 R3.5.26

ボウリング場に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法第４５条第２項に基
づく施設の使用停止及び同法第４５条第３項に基づく施設の使用停止の命令を実
施するにあたり、新型コロナウイルス感染症が、ボウリング場で広がっており同
法に基づく規制が「特に必要があると認めるとき」に該当するとする根拠が示さ
れた文書。

1 作成及び取得しておらず存在しない。
総合防災部
防災管理課

11 R3.3.30 R3.5.26

ア　問い合わせ（令和２年12月22日付け電話メモ）
イ　電話記録（令和３年２月３日付け電話メモ）
ウ　自助・共助への意見（令和３年２月３日付け電話メモ）
エ　東京都自助・共助の取組向上に向けた調査報告書

278 1
総合防災部
防災管理課

12 R3.3.30 R3.5.26
令和２年12月10日付２財経二契第566号の２「令和２年度自助・共助の取組向上に
向けた調査業務委託」

13 1 1
（条例第７条第４号）
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

総合防災部
防災管理課

13 R3.3.30 R3.5.26

・開示請求者が、防災管理課及び防災対策課、都民の声課、総務部文書課、広報
公聴部情報公開課、人事課など、実施機関の各所属に対し、防災管理課職員又は
防災対策課職員に係る「たらい回し」や「職員の接遇」等について入れた苦情に
関連し、実施機関の職員が、職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書
であって、電子メールなど電磁的記録も含む（職員間メールも含む）もの。決裁
プロセスがわかる形でお示し願いたい。
・開示請求者が、情報公開課、文書課等に、「都の発出公文書に係る起案者、担
当者、発信者などについては適切に記載すべきであり、尋ねられた時は、適切
に、情報公開条例の趣旨に従った情報提供をなすべきであるが、防災管理課にお
いてそれがなされておらず、指導してほしい旨を電話及びメールで伝えたことに
関連し、行政機関の職員が職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書。
電子メールなど電磁的記録を含む（職員間メールも含む）もの。決裁プロセスが
わかる形でお示し願いたい。

請求内容では公文書の特定が困難なため、開示請求
者に対し相当な期間を定めて補正を求めたが、当該
期間内に開示請求者から回答がなかったため。

総合防災部
防災管理課
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14 R3.5.17 R3.5.31
（１）３政総秘請第26号「陳情・請願について」
（２）百貨店、映画館、動物園、遊園地等への休業要請の即刻解除を求める緊急
請願書

2 1 1
(条例第７条第４号）
犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

総務部総務課

15 R3.5.17 R3.5.31
（１）３政総秘請第26号「陳情・請願について」
（２）百貨店、映画館、動物園、遊園地等への休業要請の即刻解除を求める緊急
請願書

2 1 1
(条例第７条第４号）
犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

総務部総務課

16 R3.5.17 R3.5.31
（１）３政総秘請第４号「陳情・請願について」
（２）臨時会招集を求める緊急請願書

2 1 1
(条例第７条第４号）
犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

総務部総務課


